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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
腹部の腔中への可視化された侵入を提供するシステムであって：
　内部ボアを含み、そして外科用入口とカップルされるように構成されている光学的貫通
アダプターを含み、そして外科用器具の該外科用入口内への挿入に際し、該腹部の腔中の
ガス注入圧力を維持するように該外科用器具の周りに実質的に流体密なシールを形成する
ように適合された少なくとも１つのシールを有し；そして
該外科用入口内に位置決めされるように構成された観察デバイスを備え、該外科用入口が
、該観察デバイスで該光学的貫通アダプターを通じて下にある組織を観察しながら、該腹
部の壁を通って進行されるように構成されている、システム。
【請求項２】
前記光学的貫通アダプターが組織を貫通するような寸法である、請求項１に記載のシステ
ム。
【請求項３】
前記光学的貫通アダプターが、前記外科用入口を受容するよう適合された内部ボアを含み
、そして該光学的貫通アダプターが、該光学的貫通アダプターの内部ボア内の外科用入口
の端部を固定するように構成されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
前記光学的貫通アダプターが、前記外科用入口の管腔内に位置決めされるよう適合される
外側管状壁部分を含み、そして該光学的貫通アダプターが、該外側壁部分を、該外科用入
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口の管腔内に受容のために該外科用入口の端部内に固定するように構成されている、請求
項１に記載のシステム。
【請求項５】
前記観察デバイスが、下にある組織のイメージを形成するための遠位イメージ形成手段を
含み、そして該観察デバイスが、該遠位イメージ形成手段が透明窓に隣接して位置決めさ
れるように構成されている、請求項２に記載のシステム。
【請求項６】
前記外科用入口が、腹部の裏打ちを貫通するように構成され、前記腹部の腔に接近する、
請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
可視化を許容するための光学的貫通システムであって：
　外科用入口内への外科用器具の挿入に際し、腹部の腔中のガス注入圧力を維持するため
に該外科用器具の周りに実質的に流体密のシールを形成するように適合された少なくとも
１つのシールを有する外科用入口；および
　長軸方向軸を規定し、かつ組織を貫通するように適合された透明窓を有する光学的貫通
アダプターであって、該透明窓がそれを通る可視化を許容するように適合されている光学
的貫通アダプター；を備え、該光学的貫通アダプターが該外科用入口にカップルされるよ
う構成されている、システム。
【請求項８】
前記光学的貫通アダプターが、前記外科用入口を受容するよう適合された内部ボアを含み
、前記透明窓を該外科用入口に離脱可能にカップルする、請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
前記光学的貫通アダプターが、前記外科用入口の内部管腔内の受容のための寸法の外側壁
を規定し、該アダプターを該外科用入口にカップルする、請求項７に記載のシステム。
【請求項１０】
前記透明窓が、ほぼテーパー状の形態である、請求項７に記載のシステム。
【請求項１１】
前記透明窓が、前記光学的貫通アダプターの長軸方向軸に対して同軸に整列され、そして
頂点まで延びる少なくとも３つの斜めの主要面を含む、請求項７に記載のシステム。
【請求項１２】
前記３つの主要面がほぼ凹面である、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
隣接する主要面を相互連結する第２の面を含み、該第２の面がほぼ凸面である、請求項１
２に記載のシステム。
【請求項１４】
前記透明窓が、頂点を規定する弓形の鼻、該弓形の鼻から連続的に延び、そして前記アダ
プターの軸に対して第１の斜めの角度で整列される一対の対向する第１の面、および該第
１の面から連続的に延び、そして該アダプターの軸に対して該第１の斜めの角度より大き
い第２の角度で整列される一対の対向する第２の面を含む、請求項７に記載のシステム。
【請求項１５】
前記弓形の鼻が、前記光学的貫通アダプターの第１の広がりに沿って形状がほぼ半球形で
ある、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
前記弓形の鼻が、前記光学的貫通アダプターの第１の広がりに沿って形状がほぼ円錐台形
状である、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１７】
前記透明窓が、頂点を規定する弓形貫通面、該貫通面から連続的に延び、かつ前記長軸方
向軸に対してほぼ平行な関係で整列される一対の対向する第１の面、該第１の面から連続
的に延び、かつ該長軸方向軸に対して斜めの角度で整列される一対の対向する第２の面、
および該第２の面から連続的に延び，かつ該第２の面の斜めの角度とは異なる斜めの角度
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で整列される一対の対向する第３の面を含む、請求項７に記載のシステム。
【請求項１８】
カニューレスリーブを有し、それによって、前記光学的貫通アダプターが該カニューレス
リーブに取り付け可能であり、該カニューレアセンブリおよび該光学的貫通アダプターが
外科用キットを形成する、請求項７に記載のシステム。
【請求項１９】
前記光学的貫通アダプターが長軸方向軸を規定し、そして組織を貫通するように適合され
た透明窓を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項２０】
前記透明窓が、頂点を規定する鼻、ほぼ平面状の形態を有し、そして該鼻から連続的に延
びる一対の対向する第１の表面、および、ほぼ平面状の形態を有し、そして該一対の対向
する第１の表面の近位方向に位置決めされる一対の対向する第２の表面を含み、該一対の
対向する第２の表面が、該一対の対向する第１の表面から近位方向に連続的に延びる、請
求項１９に記載のシステム。
【請求項２１】
前記鼻が弓状の形態を有する、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
前記一対の対向する第１の表面が、前記長軸方向軸に対して斜めの角度で整列され、そし
て前記一対の対向する第２の表面が、該長軸方向軸に対して第２の斜めの角度で整列され
、該第２の斜めの角度が該第１の斜めの角度より大きい、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２３】
前記一対の対向する第１の表面が、前記長軸方向軸に対して斜めに交差する第１の線に沿
って前記弓状の鼻と交差し、そして前記一対の対向する第２の表面が、該長軸方向軸に対
して斜めに交差する第２の線に沿って該一対の対向する第１の表面と交差し、該第１およ
び第２の交差する線が互いに対して実質的に平行である、請求項２２に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（背景）
　（１．技術分野）
　本開示は、内視鏡手順または腹腔鏡手順のような、最小侵襲外科的手順の間に身体組織
を貫通するための装置に関する。より詳細には、本開示は、内視鏡入口に取り付けるため
の光学的貫通アダプターであって、腹膜またはその他の身体組織の貫通の間に肉眼による
観察をまた許容しながら、この入口に対し貫通能力を提供するためのアダプターに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　（２．関連技術の背景）
　内視鏡手順または腹腔鏡手順を含む、最小侵襲外科的手順は、組織内の開口から遠く離
れた器官、組織および血管に対して実施される手術を許容する。腹腔鏡手順は、例えば、
皮膚内の小さな入口切開を通って挿入される狭い内視鏡チューブまたはカニューレのよう
に、小さな切開を通って腹部の内側で実施される。代表的には、腹部腔がガス注入された
後、トロカールを用いて腔の壁、すなわち、腹膜裏打ちを穿孔し、下にある手術部位への
経路を生成する。一般に、このトロカールは、外側カニューレ内に同軸に位置決めされる
、身体腔を貫通するための鋭い先端を有するスタイレットまたは閉塞具を含む。このスタ
イレットは取り出され、外科的手順を実施するために利用される器具の受容のためにこの
外側カニューレをその場に残す。公知のトロカールの例は、本出願人にともに譲渡された
Ｓｔｅｌｌｏｎによる２００１年１１月２１日に発行された米国特許第６，３１９，２６
６号（特許文献１）に記載されており、その内容は、その全体が本明細書中に参考として
援用される。しかし、公知のトロカールでは、組織を通るスタイレットの進行は、代表的
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には、盲目、すなわち、侵入される組織を見ることなく実施される。
【特許文献１】米国特許第６，３１９，２６６号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　（要約）
　従って、本開示は、内視鏡外科的手順または腹腔鏡外科的手順の間に組織に接近するこ
とにおけるさらなる改良に関する。特に、本開示は、従来の内視鏡入口に適合可能な透明
な貫通アダプターを提供し、身体腔の貫通の間に身体組織の直接可視化を許容する。さら
に、この透明貫通アダプターは、従来のカニューレに取り付けられ得、この身体腔中への
侵入の間にカニューレ中に位置決めされた観察デバイスのための光学的窓を提供しながら
、このカニューレに対し貫通能力を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　一般に、本開示は、腹部腔のための方法に関し、この方法は、組織を通過するよう適合
された貫通端部部材を提供する工程、この貫通端部部材を外科用入口に取り付ける工程、
および上記腹部壁を通ってこの貫通端部部材を進行し、この外科用入口を下にある手術部
位に接近する工程を包含する。
【０００５】
　本開示はまた、上記腹部壁中への可視化された入口を提供するための方法に関し、この
方法は、光学的貫通アダプターを提供する工程、この光学的貫通アダプターを外科用入口
にカップルさせる工程、上記外科用入口内に観察デバイスを位置決めする工程、およびこ
の光学的貫通アダプターを通って下にある組織をこの観察デバイスで観察しながら、上記
腹部壁を通って上記外科用入口を進行する工程を含む。
【０００６】
　代替の実施形態では、本開示は、上記腹部腔中のガス注入圧力を維持するために少なく
とも１つのシールを有する外科用入口、長軸方向軸を規定し、そして組織を貫通し、かつ
それを通じて可視化を許容するよう適合された透明窓を有するアダプター部材、およびこ
のアダプター部材を上記外科用入口にカップルするための手段を含む光学的貫通システム
に関する。この透明窓は、非外傷様式で組織を貫通、解剖、切除または分離するよう適合
された種々の形状および形態を有し得る。あるいは、この透明窓は、組織を貫き、切断し
または切開するために、切断エッジブレード、ポイントのような構造を取り込み得る。
【０００７】
　カニューレおよび／または内視鏡とともに、またはなしの、少なくとも１つまたは複数
の異なる光学的貫通アダプターを取り込むキットもまた企図される。
【０００８】
　より特定すれば、本発明は、腹部の腔に接近するシステムに関し、このシステムは、組
織を通過するよう適合された貫通端部部材を提供する手段；この貫通端部部材を外科用入
口に取り付ける手段；およびこの貫通端部部材を、上記腹部の壁を通って進行させ、上記
外科用入口が下にある手術部位に接近することを許容する手段を備える。
【０００９】
　本発明はまた、腹部の腔中への可視化された侵入を提供するシステムに関し、このシス
テムは、光学的貫通アダプターを提供する手段；この光学的貫通アダプターを外科用入口
にカップルする手段；この外科用入口内に観察デバイスを位置決めする手段；およびこの
観察デバイスで上記光学的貫通アダプターを通じて下にある組織を観察しながら、上記外
科用入口を上記腹部の壁を通って進行する手段を備える。
【００１０】
　１つの実施形態では、上記光学的貫通アダプターは組織を貫通するような寸法であり、
そして上記進行する手段は、上記組織を上記光学的貫通アダプターで貫通する手段を備え
る。
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【００１１】
　１つの実施形態では、上記光学的貫通アダプターは、上記外科用入口を受容するよう適
合された内部ボアを含み、そして上記カップルする手段は、上記光学的貫通アダプターの
内部ボア内の外科用入口の端部を位置決めする手段を備える。
【００１２】
　１つの実施形態では、上記光学的貫通アダプターは、上記外科用入口の管腔内に位置決
めされるよう適合される外側管状壁部分を含み、そして上記カップルする手段は、この外
側壁部分を、上記外科用入口の管腔内に受容のために上記外科用入口の端部内に位置決め
する手段を備える。
【００１３】
　１つの実施形態では、上記観察デバイスは、下にある組織のイメージを形成するための
遠位イメージ形成手段を含み、そして上記位置決めする手段は、この遠位イメージ形成手
段を透明窓に隣接するように整列する手段を備える。
【００１４】
　１つの実施形態では、上記進行する手段は、腹部の裏打ちを貫通する手段を含み、上記
腹部の腔に接近する。
【００１５】
　本発明はまた、可視化を許容するための光学的貫通システムに関し、このシステムは、
腹部の腔中のガス注入圧力を維持するための少なくとも１つのシールを有する外科用入口
；長軸方向軸を規定し、かつ組織を貫通するように適合された透明窓を有するアダプター
部材であって、該透明窓がそれを通る可視化を許容するように適合されているアダプター
部材；およびこのアダプター部材を該外科用入口にカップルするための手段を備える。
【００１６】
　１つの実施形態では、上記アダプター部材は、上記外科用入口を受容するよう適合され
た内部ボアを含み、上記透明窓部材を上記外科用入口に離脱可能にカップルする。
【００１７】
　１つの実施形態では、上記アダプター部材は、上記外科用入口の内部管腔内の受容のた
めの寸法の外側壁を規定し、このアダプター部材を上記外科用入口にカップルする。
【００１８】
　１つの実施形態では、上記透明窓は、ほぼテーパー状の形態である。
【００１９】
　１つの実施形態では、上記透明窓は、上記アダプター部材の長軸に対して同軸に整列さ
れ、そして頂点まで延びる少なくとも３つの斜めの主要面を含む。
【００２０】
　１つの実施形態では、上記３つの主要面はほぼ凹面である。
【００２１】
　１つの実施形態では、上記システムは、隣接する主要面を相互連結する第２の面を含み
、この第２の面はほぼ凸面である。
【００２２】
　１つの実施形態では、上記透明窓は、頂点を規定する弓形の鼻、この弓形の鼻から連続
的に延び、そして上記アダプターの軸に対して第１の斜めの角度で整列される一対の対向
する第１の面、およびこの第１の面から連続的に延び、そして上記アダプターの軸に対し
てこの第１の斜めの角度より大きい第２の角度で整列される一対の対向する第２の面を含
む。
【００２３】
　１つの実施形態において、上記弓形の鼻は、上記アダプター部材の第１の広がりに沿っ
て形状がほぼ半球形である。
【００２４】
　１つの実施形態において、上記弓形の鼻は、上記アダプター部材の第１の広がりに沿っ
て形状がほぼ円錐台形状である。
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【００２５】
　１つの実施形態において、上記透明窓は、頂点を規定する弓形貫通面、この貫通面から
連続的に延び、かつ上記長軸方向軸に対してほぼ平行な関係で整列される一対の対向する
第１の面、この第１の面から連続的に延び、かつ上記長軸方向軸に対して斜めの角度で整
列される一対の対向する第２の面、およびこの第２の面から連続的に延び，かつこの第２
の面の斜めの角度とは異なる斜めの角度で整列される一対の対向する第３の面を含む。
【００２６】
　１つの実施形態において、上記システムは、カニューレスリーブを有し、それによって
、上記アダプター部材がこのカニューレスリーブに取り付け可能であり、このカニューレ
アセンブリおよび上記アダプター部材が外科用キットを形成する。
【発明の効果】
【００２７】
　光学的貫通アダプターは、長軸方向軸を規定するアダプター部材を備え、そして組織を
貫通し、かつそれを通る可視化を可能にするよう適合された透明窓、およびこのアダプタ
ー部材を外科用入口にカップルするための手段を有するので、外科用入口を通る可視化を
可能にする。この外科用入口に取り付けるための透明窓は、非外傷様式で組織を貫通、解
剖、切除または分離するよう適合された種々の形状および形態を有し得るので、最小侵襲
外科的手順が達成される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　本開示の好ましい実施形態は、図面を参照して本明細書中以下に記載される。
【００２９】
　ここで、図面を参照して、そこでは、同様の参照番号は、いくつかの図面全体で同一ま
たは実質的に類似の部分を識別し、図１は、カニューレまたはトロカールアセンブリ２０
０のような接近デバイスまたは入口をともなう本開示の光学的貫通アダプター１００を示
す。カニューレアセンブリ２００は、身体腔に接近する意図された目的のために適切な任
意の従来カニューレであり得、そして代表的にはそれを通って器具の導入を許容する通路
を規定する。カニューレアセンブリ２００は、腹膜腔が、腔壁をその中の内部器官から持
ち上げるために適切なガス、例えば、ＣＯ２でガス注入される腹腔鏡手術における使用の
ために特に適合されている。カニューレアセンブリ２００は、代表的には、カニューレア
センブリ２００の通路内に位置決め可能な、鈍い、ブレードでないか、または鋭い先端の
器具であり得る閉塞具アセンブル（示さず）とともに用いられ得る。従来の手順では、こ
の閉塞具アセンブリは、腹部壁を貫通するため、またはこの腹部壁を通ってカニューレア
センブリ２００を導入するために利用され、そして次にこのカニューレから引き続いて除
去され、この通路を通る手順を実施するために利用される外科用器具の導入を可能にする
。
【００３０】
　カニューレアセンブリ２００は、カニューレスリーブ２０２、およびこのスリーブ２０
２の端部に取り付けられたカニューレハウジング２０４を含む。カニューレスリーブ２０
２は、スリーブ２０２の長さに沿って延びる長軸方向軸「ａ」を規定する。スリーブ２０
２は、外科用器具の通過を許容する寸法である内部長軸方向通路２０６をさらに規定する
。スリーブ２０２は、ステンレス鋼、またはポリマー性材料などのようなその他の剛直性
材料から形成され得る。スリーブ２０２は透明または不透明であり得る。スリーブ２０２
の直径は変動し得るが、代表的には、本開示のシールアセンブリ１００との使用のために
は約４．５～約１５ｍｍの範囲である。
【００３１】
　カニューレハウジング２０４は、従来手段により互いに連結されるいくつかの構成要素
を含み得るか、またはそれに代わって単一のハウジング構成要素であり得る。カニューレ
ハウジング２０４は、使用者の指による握る係合のための寸法および配列された半径方向
で対向するハウジンググリップ２０８をさらに含む。このようなグリップは、このカニュ
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ーレアセンブリ２００を身体に縫合糸係留するためのアパーチャを含み得る。カニューレ
ハウジング２０４は、カニューレスリーブ２０２に任意の適切な手段により取り付けられ
得るか、またはカニューレスリーブ２０２と一体に形成され得る。カニューレハウジング
２０４は、外科用器具の不在および／または腹部腔中に存在する注入ガスの加圧環境に応
答して閉鎖するよう適合されている内部ゼロ閉鎖バルブをさらに含み得る。カニューレハ
ウジング２０４との使用のために企図される１つの適切なゼロ閉鎖バルブは、ダックビル
バルブ、フラッパーバルブなどである。
【００３２】
　カニューレハウジング２０４はまた、カニューレハウジング２０４の近位端に好ましく
は離脱可能に連結されているシールアセンブリ２１０を含み得る。シールアセンブリ２１
０は、シールハウジング２１２およびシールハウジング内に配置された内部シール（示さ
ず）を含む。この内部シールは、好ましくは、このシールを通って挿入される器具の周り
で実質的な流体密のシールを形成するよう適合されている。１つの好適な内部シールは、
平坦なディスク形状バルブ、バルーンバルブなどである。この内部シールは、エラストマ
ーで成形された織物材料を含む、平坦なディスク形状の、円錐形、またはくびれた形状の
部材を備え得る。その全体の開示が本明細書によって参考として援用される、同一人に譲
渡された米国特許第６，４８２，１８１号の特定の実施形態に開示されるシールが用いら
れ得る。本明細書中に参考として本明細書によってその全体の開示が援用される、２００
２年１０月４日に出願された同一人に譲渡された米国特許出願第２００４／００６６００
８Ａ１の特定の実施形態に開示されるシールが用いられ得る。さらなる代替として、この
内部シールは、好ましくは、織物シールであり、そして望ましくは狭窄を有するように配
列される。例えば、上記バルブは、砂時計の一般形状を有し得る。上記織物は、織られた
材料、編み組まれた材料、または編まれた材料であり得る。材料のタイプは、所望の膨張
性を提供するように選択される。例えば、変動する端部のカウントおよび角度の編み組み
が選択され得る。好ましい材料は、ナイロン、Ｋｅｖｌａｒ（Ｅ．Ｉ．ＤｕＰｏｎｔ　ｄ
ｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐａｎｙの商標）のような合成材料、またはそれを
通って挿入される器具の周りで膨張および圧縮する任意のその他の材料である。選択され
た材料は、望ましくは、上記器具がシール中に導入されるとき、ギャップの形成を最小に
するか、または防ぐ。このシールの材料は、多孔性であり得るか、または注入ガスに不透
過性であり得る。多孔性である場合、このシールは、注入ガスに不透過性である材料のコ
ーティングを含み得るか、またはバルブの少なくとも一部分は被覆され得る。さらに、上
記織物は、その内面上を、ウレタン、シリコンまたはその他の可撓性潤滑性材料で被覆さ
れ得、このシールを通る器具の通過を容易にする。特定の実施形態では、上記織物は、狭
窄または閉鎖位置を形成するように軸「ａ」のまわりでよじれる。この織物は、望ましく
は、織物が狭窄または閉鎖を形成するような材料から構築され、そして／または整列され
る。このシールはまた、狭窄を有するように成形され得るか、または狭窄を有するように
編まれ、編み組まれ、または織られ得る。このシールに対するその他の配列もまた想定さ
れる。
【００３３】
　ここで図１および図２Ａを参照して、本開示の光学的貫通アダプター１００が論議され
る。光学的貫通アダプター１００は、カニューレスリーブ２０２に取り付けられることが
企図され、カニューレアセンブリ２００に貫通能力を提供し、それ故、カニューレスリー
ブ２０２内に導入される別個の閉塞具の必要性をなくする。カニューレアセンブリ２００
に取り付けられるとき、光学的貫通アダプター１００は、特に、カニューレスリーブ２０
２内に導入される内視鏡または腹腔鏡のような観察デバイスとの使用に適している。この
能力において、光学的貫通アダプター１００は、上記内視鏡の窓として供され、腹膜腔ま
たはその他の組織部分の貫通の間に、身体組織の直接可視化を許容する。光学的貫通アダ
プター１００は、身体組織を通過するような寸法であり、そして身体組織を分離、開創、
解剖、切断または貫通する構造を取り込み得る。このような構造は、切断エッジ、ブレー
ド、ポイントなどを含む。
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【００３４】
　光学的貫通アダプター１００は、近位取り付けセクション１０２および遠位貫通セクシ
ョン１０４を含み、そしてアダプター軸「ｘ」を規定する。近位取り付けセクション１０
２は、形態がほぼ円筒形であり、カニューレスリーブ２０２の遠位端を受容する内部ボア
１０６を規定する。好ましい実施形態では、取り付けセクション１０２は、図２Ａに示さ
れるように、カニューレスリーブ２０２を係合し、かつカニューレアセンブリ２００に光
学的貫通アダプター１００を取り付けるようにそれとの摩擦関係を形成するような寸法で
ある。あるいは、図２Ｂに描写されるように、近位取り付けセクション１０２は、カニュ
ーレスリーブ２０２の長軸方向通路２０６内に同軸的に位置決めされ、そしてカニューレ
スリーブ２０２内に摩擦関係などにより固定されるような寸法であり得る。光学的貫通ア
ダプター１００をカニューレスリーブ２０２に取り付けるためのその他の手段もまた想定
され、差込みカップリング、スナップ適合、さねはぎ機構などを含む。近位取り付けセク
ション１０２およびカニューレスリーブ２０２は、望ましくは、光学的貫通アダプター１
００の外面が、カニューレスリーブ２０２の外面と同一平面であるように整列される。
【００３５】
　光学的貫通アダプター１００はポリマー材料を含み得、そして公知の射出成形技法によ
り製作され得る。あるいは、光学的貫通アダプター１００は、光学ガラスを備え得る。光
学的貫通アダプター１００はモノリシックに形成され得るか、または上記近位取り付けセ
クション１０２は、遠位貫通セクション１０４とアセンブルされた別個の構成要素であり
得る。
【００３６】
　遠位貫通セクション１０４は、カニューレスリーブ２０２のアダプター軸「ｘ」、そし
て望ましくは、このアダプター軸「ｘ」に対してずれた位置に沿って可視化を許容する透
明窓を規定する。用語「透明」は、透明の造影能力ありまたはなしで、光の通過を許容す
る能力を有するとして解釈されるべきである。さらに、この透明材料は、任意の透明もし
くは半透明材料、または造影のために利用される可視光またはその他の照射に不透明では
ない任意の材料を含む。透明窓１０８の一部分のみが透明である必要があることもまた認
識されるべきである。さらに、光学的貫通アダプター１００の一部分または全体のアダプ
ターが、半透明または透明であり得る。
【００３７】
　透明窓１０８は、一般に、形態がテーパー状、例えば、球根状または円錐形状であり、
身体組織を通る通過を容易にする。１つの好ましい実施形態では、透明窓１０８は、弓形
の貫通端面１１２を規定する単一の弓形面１１０を含む。貫通端面１１２は、アダプター
軸「ｘ」に対して傾いた角度「ｂ」でほぼ整列され、そして遠隔貫通先端部または頂点１
１４に延びる。角度「ｂ」は、軸「ｘ」を通過する中央平面で測定され、そして約３０゜
～約６０゜の範囲であり得、そして好ましくは、アダプター軸「ｘ」に対して約４５゜で
ある。貫通先端部１１４は尖っていてもよい；しかし、好ましい実施形態では、貫通先端
部１１４は、示されるように丸いか、または弓形である。貫通先端部１１４の丸い形態は
、貫通端面１１２の侵入の間に組織の所望されない貫通または切断を防ぐ。貫通先端部１
１４は、アダプター軸「ｘ」に対して半径方向に配置される。貫通先端部１１４は、低減
されたプロフィールを提示し、組織中の狭い切開または開口内の初期挿入を容易にする。
弓形面１１０の漸進的なテーパーは、軸「ｘ」の側方方向に外側および垂直方向に延び、
そして組織内の光学的貫通アダプター１００の侵入の間に組織の漸進的な分離、解剖、お
よび／または開創を提供する。
【００３８】
　代替の実施形態では、図２Ｄおよび２Ｅに示されるように、透明窓１０８’は、単一の
弓形面１１０の代わりに、一対の交差面１１６を含み得る。交差面１１６は実質的に平面
状であるが、形態は凹面または凸面であり得る。交差面１１６は、面１１６の交差の線に
沿って端面エッジ１１８を規定し得る。エッジ１１８は、好ましくは、長軸方向軸に関し
て中心にある。それ故、可視化の間、エッジ１１８は、交差面１１６を通って身体組織を
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観察することを実質的に妨害しないように、観察視野を通る細い線として観察され得る。
この実施形態では、貫通先端部１２０は先がとがり、これは、組織の貫通または切断を容
易にし得る。同様に、端面エッジ１１８は、アダプターの侵入の間に組織を切開するよう
鋭くされ得る。あるいは、上記透明窓１０８’のエッジは、湾曲され、かつより鈍くあり
得る。
【００３９】
　図３Ａ～３Ｄは、本開示の光学的貫通アダプターの代替の実施形態を示す。光学的貫通
アダプター３００は、形態がほぼピラミッド形、すなわち、示されたテーパー状の光学窓
を規定するように配列された少なくとも３つの主要面３０４を有する貫通セクション３０
２を含む。隣接する主要面３０４は、補助面３０６によって連結されている。主要面およ
び補助面３０４、３０６は、頂点、または好ましくは、丸められているか、弓形であるか
または鈍い貫通端面３０８まで延びる。頂点３０８は、光学的貫通アダプター３００のア
ダプター軸「ｘ」とほぼ整列している。主要面３０４は、図３Ｄに示されるように凹面で
あり得るか、または図３Ｅに示されるように実質的に平面状の主要面３０４’であり得る
。補助面３０６はほぼ凸面であり得るか（図３Ｄ）、または図３Ｅの実施形態で示される
ように形態がほぼ平面状３０６’である。認識されるように、図３Ｄの実施形態では、貫
通セクション３０２は、凸面の補助面３０６および丸い貫通端面３０８の存在に一部起因
して任意の鋭いエッジはない。図３Ｄのこの貫通セクション３０２は、組織の貫通が、組
織を突き刺すか、または切断することなく、むしろ組織を開創し、分離しまたは解剖する
ことにより実施されるべき手順で所望され得る。図３Ｅの実施形態では、貫通セクション
３０２’は、主要面３０４’の補助面３０６’’との接続部でエッジ３１０を取り込み得
る。エッジ３１０は、組織の穿刺または切断を容易にするように鋭くされ得る。
【００４０】
　図４Ａ～４Ｃは、本開示の光学的貫通アダプターの別の代替の実施形態を示す。光学的
貫通アダプター４００は、第２の面４０４によって相互連結される第１および第２の主要
面４０２を含む。第２の面４０４は、端面４０６を規定する。端面４０６は、アダプター
軸「ｘ」に対して傾いた角度「ｃ」で整列され、貫通先端部４０８まで延びる。貫通先端
部４０８は、アダプター１００の軸「ｘ」に対して半径方向に配置され、そして示される
ように丸められる。第２の面４０４は、好ましくは、球根状であるか、またはほぼ凸面で
あり、そしてアダプター１００の一般軸に沿って連続的であり、それによって組織の貫通
の間にこの軸に沿って可視化を許容する（すなわち、第２の面４０４は、アダプター１０
０の軸「ｘ」に隣接する任意のエッジはない）。従って、光学的貫通アダプター４００の
この実施形態では、軸「ｘ」に沿った可視化は妨げられない。貫通先端部４０８は、狭い
切開内の光学的貫通アダプター４００の初期挿入を容易にするための低減されたプロフィ
ールを提供する。
【００４１】
　図５Ａ～５Ｅは、本開示の光学的貫通アダプターの別の代替の実施形態を示す。光学的
貫通アダプター５００は、複数の面からなる透明窓を規定する貫通セクション５０２を含
む。詳細には、貫通セクション５０２は、頂点または貫通端面５０６を規定する弓形の鼻
５０４を含む。弓形の鼻５０４は、図５Ｃの側面平面図に観察されるように第１の広がり
の半円形であり、そして図５Ｅの軸図で観察さるように狭い断面を規定する第２の広がり
でほぼ矩形である。弓形の鼻５０４から連続的に延びるのは、アダプター軸「ｘ」に対し
て斜めに整列され、そしてアダプター５００の近位端に向かって外側に分岐する一対の対
向する第１の面５０８である。第１の面５０８から連続的に延びるのは、好ましくは、第
１の面５０８より大きな分岐の角度で、これもまたアダプター軸「ｘ」から外側に分岐す
る一対の第２の面５１０である。第１の面５０８は、交差５１２の線に沿って弓形の鼻５
０４と交差する。第２の面５１０は、交差５１４の線に沿って第１の面５０８と交差する
。交差の線５１２、５１４は、各々が、長軸方向軸「ｘ」に対して角度「ｍ」で斜めに整
列されている。角度「ｍ」は、好ましくは、約３０゜～約６０゜の範囲、より好ましくは
約４５゜である。第１および第２の面５０８、５１０は、形状が、平面状、凹面、または
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凸面であり得る。光学的貫通アダプター５００の貫通セクション５０２は、組織を通る貫
通セクション５０２の通過を容易にする低減されたプロフィールを提示する。特に、弓形
の鼻５０４の狭い形態は、狭い切開または創傷部位中への比較的容易な初期侵入、および
その中での操作を許容する。第１の面および第２の面５０８、５１０は、組織を通る光学
的貫通アダプター５００の通過の間に、切開または開口を規定する組織の漸進的開創また
は解剖を提供する。さらに、第１の面および第２の面５０８、５１０の整列、および交差
５１２、５１４の線の斜めの特徴は、組織抵抗性を実質的に最小にするストリームライン
化されたプロフィールを規定する。
【００４２】
　図６Ａ～６Ｅは、本開示の別の実施形態を示す。光学的貫通アダプター６００は、図５
Ａ～５Ｅの光学的貫通アダプター５００と類似である。しかし、この実施形態では、弓形
の鼻６０２は、図６Ｃの側面平面図にある第１の広がりでほぼテーパー状であり、丸めら
れた弓状の頂点または端面６０４を有する円錐台形態を規定する。この円錐台形態は、光
学的貫通アダプター５００の対応する鼻５０４に対して狭い鼻６０２を規定する。この狭
い鼻６０２は、組織中の比較的小さな切開または開口内の初期侵入および操作をさらに容
易にする。さらに、鼻６０２の漸進的テーパーは、組織の比較的漸進的な開創または分離
を提供する。
【００４３】
　図７Ａ～７Ｅは、本開示の光学的貫通アダプターの別の代替の実施形態を示す。光学的
貫通アダプター７００は、丸められた頂点または貫通端面７０４を規定する弓形または球
根状貫通面７０２を有する光学的窓を含む。貫通端面７０４は、アダプター軸「ｘ」に対
して斜めの角度で整列され、最先端部７０４’を規定する。第１の面７０６は、貫通面７
０４から連続的に延び、そして好ましくは、アダプター軸「ｘ」に実質的に平行である。
第２の面７０８は、交差７１０の線に沿って第１の面７０６と交差し、そしてアダプター
軸「ｘ」に対して所定の角度で近位方向に外側に分岐する。第３の面７１２は、交差７１
４の線に沿って第２の面７０８と交差し、そして第２の面７０８の分岐の角度より大きい
所定の角度で軸「ｘ」に対して外側に延びる。光学的貫通アダプター７００は、先の実施
形態のアダプターと比較してより狭いプロフィールを提供する。特に、貫通端面７０４の
傾斜によって提供されるような最先端部７０４’は、比較的狭い切開または開口部位中の
切開を許容する。第１の面７０６の平行配列は、組織を通る貫通端部７０２の初期通過の
間に低減されたプロフィールを提示する。第２の面および第３の面７０８、７１２の斜め
の整列は、組織の漸進的分離を提供し、その一方、交差７１０、７１４の斜めの線は、係
合された組織の最小抵抗性を提示する。
【００４４】
　本開示による透明窓は、光学的イメージを、カニューレスリーブ２０２の長軸方向通路
２０６中に、またはイメージ装置に戻るように向けるためのイメージ方向付け部材（示さ
ず）を含み得る。このイメージ方向付け部材は、レンズ、光学的プリズム、光学的ミラー
、またはイメージ方向付け媒体などであり得る。
【００４５】
　ここで、図８を参照して、腹腔鏡手術の間の光学的貫通アダプターの使用が論議される
。腹腔の腔「ｐ」は、従来のようにガス注入され、この腔の壁を持ち上げ、その中にある
組織および器官へのより近い接近を提供する。その後、前記の光学的貫通アダプターのい
ずれかを、従来のカニューレアセンブリ２００のカニューレスリーブ２０２に取り付ける
（参照目的のために、図２Ａのアダプター１００が利用される）。内視鏡３００をカニュ
ーレアセンブリ２００内に位置決めする。１つの適切な内視鏡は、同一人に譲渡され、そ
の内容が本明細書中に参考として援用されるＰｅｃｋらによる米国特許第５，７１８，６
６４号に開示されている。カニューレハウジング２０４内の内部シールは、上記内視鏡３
００の周りの流体密のシールを形成し得る。認識されるように、内視鏡３００は、カニュ
ーレスリーブ２０２内を、内視鏡３００の遠位端３０２が光学的貫通アダプター１００の
透明窓１０８に隣接するまで進行される。この位置で、内視鏡３００の遠位レンズ要素は
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、侵入される組織を観察し得るように透明窓１０８に隣接する。内視鏡３００は、カニュ
ーレアセンブリ２００とともに取り込まれたか、またはそれから別個に形成された弾性ワ
ッシャーまたはカムロックシステムを利用して、カニューレアセンブリ２００に対して固
定され得る。
【００４６】
　この手順を、光学的貫通アダプター１００を、組織「ｔ」中の先に形成された開口また
は切開「ｉ」内に位置決めすることによって継続し、そしてこのアダプター１００を進め
て組織を開創、解剖、または貫通する。この身体組織の貫通の間に、外科医は、内視鏡３
００を通じて下にある組織を観察し、腹膜裏打ちの下に横たわる器官、組織などとの所望
されない接触がないことを確実にする。ビデオシステムが利用される事例では、外科医は
、任意の公知のビデオモニターにより身体組織「ｔ」の貫通を単に観察する。一旦、外科
医が身体組織「ｔ」を貫通し、そしてカニューレスリーブ２０２の遠位端を内視鏡３００
を通じて観察されるような腹膜の腔「ｐ」内の所望の位置に位置決めすると、外科医は、
力の付与を中断する。次いで、手術がこの腹膜の腔に接近するその他のカニューレアセン
ブリを通じて実施される。この手術は、透明窓１０８を通じて見られるように、内視鏡３
００でモニターされ得る。
【００４７】
　本明細書に開示される本発明の実施形態に対し、その思想および範囲から逸脱すること
なく種々の改変がなされ得ることが理解される。例えば、本開示はまた、カニューレアセ
ンブリをともなうか、またはなしの、前述の光学的貫通アダプターの少なくとも１つ、そ
して好ましくは少なくとも２つを取り込む外科用キットを企図する。また、種々の改変が
これらパーツの形態においてなされ得る。従って、上記の説明は、本発明を制限するとし
て解釈されるべきではなく、その好ましい実施形態の例示としてに過ぎない。当業者は、
本明細書に添付の請求項によって規定されるように、本発明の範囲および思想内でその他
の改変を想定する。
【００４８】
　（要約）
　外科用入口を通る可視化を可能にし、この外科用入口に取り付けるための光学的貫通ア
ダプターは、長軸方向軸を規定するアダプター部材を含み、そして組織を貫通し、かつそ
れを通る可視化を可能にするよう適合された透明窓、およびこのアダプター部材を外科用
入口にカップルするための手段を有する。透明窓は、非外傷様式で組織を貫通、解剖、切
除または分離するよう適合された種々の形状および形態を有し得る。あるいは、この透明
窓は、切断エッジブレード、ポイントなどのような組織を穿刺、切断または切除するため
の構造を取り込み得る。
【産業上の利用可能性】
【００４９】
　内視鏡外科的手順または腹腔鏡外科的手順の間に組織に接近するための改良が提供され
る。従来の内視鏡入口に適合可能な透明な貫通アダプターが提供され、身体腔の貫通の間
に身体組織の直接可視化を可能にする。この透明貫通アダプターは、従来のカニューレに
取り付けることができ、この身体腔中への侵入の間にカニューレ中に位置決めされた観察
デバイスのための光学的窓を提供しながら、このカニューレに対し貫通能力が提供される
。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】図１は、本開示の原理による、光学的貫通アダプターの斜視図であり、そしてカ
ニューレアセンブリに対して分解された状態で示される。
【図２－１】図２Ａは、図１の実施形態によるカニューレアセンブリのカューレスリーブ
の周りに取り付けられた光学的貫通アダプターの側面平面図である。図２Ｂは、本開示の
代替の実施形態による、カニューレアセンブリのカニューレスリーブ内に取り付けられた
光学的貫通アダプターの側面平面図である。
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【図２－２】図２Ｃは、図１～２Ａの実施形態による、光学的貫通アダプターの上部平面
図である。図２Ｄは、図１～２Ａの光学的貫通アダプターの代替の実施形態の上部平面図
である。図２Ｅは、図２Ｄの実施形態による光学的貫通アダプターの側面平面図である。
【図３】図３Ａは、本開示の光学的貫通アダプターの代替の実施形態の上部平面図である
。図３Ｂは、図３Ａの実施形態による光学的貫通アダプターの軸図である。図３Ｃは、図
３Ａ～３Ｂの実施形態による光学的貫通アダプターの側面平面図である。図３Ｄは、図３
Ａ～３Ｃの実施形態による光学的貫通アダプターの凹面を示す図３Ｃの線３Ｄ－３Ｄに沿
ってとった断面図である。図３Ｅは、平面を有する光学的貫通アダプターの代替の実施形
態を示す図３Ｄの図と類似の断面図である。
【図４】図４Ａは、本開示の光学的貫通アダプターの別の代替の実施形態の側面平面図で
ある。図４Ｂは、図４Ａの実施形態による光学的貫通アダプターの軸図である。図４Ｃは
、図４Ａ～４Ｂの実施形態による光学的貫通アダプターの上部平面図である。
【図５】図５Ａは、本開示の光学的貫通アダプターの別の代替の実施形態の上部平面図で
ある。図５Ｂは、図５Ａの実施形態による光学的貫通アダプターの底部平面図である。図
５Ｃは、図５Ａ～５Ｂの実施形態による光学的貫通アダプターの側面平面図である。図５
Ｄは、図５Ａ～５Ｃの実施形態による光学的貫通アダプターの斜視図である。図５Ｅは、
図５Ａ～５Ｄの実施形態による光学的貫通アダプターの軸図である。
【図６】図６Ａは、本開示の光学的貫通アダプターの別の代替の実施形態の上部平面図で
ある。図６Ｂは、図６Ａの実施形態による光学的貫通アダプターの底部平面図である。図
６Ｃは、図６Ａ～６Ｂの実施形態による光学的貫通アダプターの側面平面図である。図６
Ｄは、図６Ａ～６Ｃの実施形態による光学的貫通アダプターの斜視図である。図６Ｅは、
図６Ａ～６Ｄの実施形態による光学的貫通アダプターの軸図である。
【図７】図７Ａは、本開示の光学的貫通アダプターの別の代替の実施形態の上部平面図で
ある。図７Ｂは、図７Ａの実施形態による光学的貫通アダプターの底部平面図である。図
７Ｃは、図７Ａ～７Ｂの実施形態による光学的貫通アダプターの側面平面図である。図７
Ｄは、図７Ａ～７Ｃの実施形態による光学的貫通アダプターの斜視図である。図７Ｅは、
図７Ａ～７Ｄの実施形態による光学的貫通アダプターの軸図である。
【図８】図８は、組織の貫通の間に可視化を許容する、カニューレアセンブリに取り付け
られ、そしてその中に位置決めされた内視鏡をともなう光学的貫通アダプターを示す図で
ある。
【符号の説明】
【００５１】
１００、３００　光学的貫通アダプター
１０２　取り付けセクション
１０４　遠位貫通セクション
１０６　内部ボア
１０８　透明窓
１１０　弓形窓
１１２　貫通端面
２００　カニューレアセンブリ
２０２　カニューレスリーブ
２０４　カニューレハウジング
２１０　シールアセンブリ
２１２　シールハウジング
３０２　貫通セクション
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